
○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

芦
別
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

芦
別
市
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

芦
別
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
設
置
事
業
（
九
二
八
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

北
海
道
古
平
郡
古
平
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

古
平
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

北
海
道
古
平
郡
古
平
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

北
海
道
上
川
郡
清
水
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

文
化
と
人
が
響
き
合
う
清
水
町
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

北
海
道
上
川
郡
清
水
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
、
校
地
・
校
舎
の
自

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一
―
二
）
）
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
に
よ
る
特
別
免
許
状
授



与
事
業
（
八
三
〇
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

三
沢
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

三
沢
市
英
語
教
育
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

三
沢
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
○
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
六
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

岩
手
県
岩
手
郡
雫
石
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

し
ず
く
い
し
子
育
て
支
援
・
幼
稚
園
早
期
入
園
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

岩
手
県
岩
手
郡
雫
石
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

三
歳
未
満
児
に
係
る
幼
稚
園
入
園
事
業
（
八
○
六
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

宮
城
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

み
や
ぎ
中
心
市
街
地
活
性
化
古
川
に
ぎ
わ
い
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

古
川
市
の
区
域
の
一
部
（
駅
前
、
台
町
、
七
日
町
地
区
の
一
部
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

中
心
市
街
地
に
お
け
る
商
業
の
活
性
化
事
業
（
一
一
○
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

宮
城
県
本
吉
郡
志
津
川
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

南
三
陸
型
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

宮
城
県
本
吉
郡
志
津
川
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

特
定
農
業
者
に
よ
る
濁
酒
の
製
造
事
業
（
七
○
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

山
形
県
最
上
郡
最
上
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

最
上
の
宝
を
活
か
し
た
１
０
０
万
人
交
流
の
ま
ち
づ
く
り
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

山
形
県
最
上
郡
最
上
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

特
定
農
業
者
に
よ
る
濁
酒
の
製
造
事
業
（
七
○
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

い
わ
き
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

い
わ
き
地
域
の
産
業
を
支
え
る
情
報
化
リ
ー
ダ
ー
育
成
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

い
わ
き
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

修
了
者
に
対
す
る
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
の
午
前
試

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

験
を
免
除
す
る
講
座
開
設
事
業
（
一
一
三
一
）
及
び
修
了
者
に
対
す
る
基
本
情
報
技
術
者
試
験
の
午
前
試
験
を
免
除
す
る
講

座
開
設
事
業
（
一
一
三
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

福
島
県
双
葉
郡
川
内
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

川
内
村
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
島
県
双
葉
郡
川
内
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
及
び
校
地
・
校
舎
の

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

自
己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一
―
二
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

茨
城
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

水
戸
黄
門
さ
ん
ま
ち
お
こ
し
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

水
戸
市
の
区
域
の
一
部
（
駅
前
地
区
・
南
町
地
区
・
泉
町
地
区
・
大
工
町
地
区
）
（
詳
細

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

中
心
市
街
地
に
お
け
る
商
業
の
活
性
化
事
業
（
一
一
○
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

東
海
村
福
祉
有
償
運
送
セ
ダ
ン
型
車
両
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

宇
都
宮
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

宇
都
宮
キ
ャ
リ
ア
人
材
育
成
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

宇
都
宮
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
、
校
地
・
校
舎
の
自

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

己
所
有
を
要
し
な
い
大
学
等
設
置
事
業
（
八
二
一
（
八
〇
一
―
一
）
）
、
運
動
場
に
係
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置

事
業
（
八
二
八
）
及
び
空
地
に
か
か
る
要
件
の
弾
力
化
に
よ
る
大
学
設
置
事
業
（
八
二
九
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

栃
木
県
塩
谷
郡
塩
谷
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

塩
谷
町
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

栃
木
県
塩
谷
郡
塩
谷
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
及
び
校
地
・
校
舎
の

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

自
己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一
―
二
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
七
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

群
馬
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

群
馬
県
福
祉
有
償
運
送
セ
ダ
ン
型
車
両
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

群
馬
県
の
区
域
の
一
部
（
群
馬
県
の
全
域
の
う
ち
高
崎
市
域
を
除
く
地
域
）
（
詳
細
は
内

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

群
馬
県
利
根
郡
片
品
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

尾
瀬
の
郷
・
片
品
村
ど
ぶ
ろ
く
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

群
馬
県
利
根
郡
片
品
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

特
定
農
業
者
に
よ
る
濁
酒
の
製
造
事
業
（
七
○
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

深
谷
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

渋
沢
記
念
深
谷
人
づ
く
り
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

深
谷
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
、
校
地
・
校
舎
の
自

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一
―
二
）
）
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
に
よ
る
特
別
免
許
状
授



与
事
業
（
八
三
〇
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

東
京
都
港
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

国
際
人
育
成
を
目
指
す
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
港
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
○
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

東
京
都
大
田
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
田
区
福
祉
有
償
運
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
大
田
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

東
京
都
杉
並
区

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

杉
並
区
福
祉
有
償
運
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

東
京
都
杉
並
区
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

小
金
井
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

み
ん
な
に
優
し
く
、
と
も
に
支
え
あ
う
ま
ち
移
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

小
金
井
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
七
日

神
奈
川
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

か
な
が
わ
バ
イ
オ
医
療
産
業
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

神
奈
川
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

病
院
等
開
設
会
社
に
よ
る
病
院
等
開
設
事
業
（
九
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

加
賀
市
及
び
石
川
県
江
沼
郡
山
中
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
短
期
利
用
事
業
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

加
賀
市
及
び
石
川
県
江
沼
郡
山
中
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
短
期
利
用
事
業
（
九
三
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

羽
咋
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

は
く
い
幼
児
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

羽
咋
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

三
歳
未
満
児
に
係
る
幼
稚
園
入
園
事
業
（
八
○
六
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
八
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

羽
咋
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

羽
咋
の
ご
利
益
―
御
神
酒
（
濁
酒
）
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

羽
咋
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

特
定
農
業
者
に
よ
る
濁
酒
の
製
造
事
業
（
七
○
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

上
田
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

上
田
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
教
育
・
交
流
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

上
田
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

学
校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
）
及
び
校
地
・
校
舎
の

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

自
己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一
―
二
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

長
野
県
東
筑
摩
郡
坂
井
村

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

さ
か
い
有
害
鳥
獣
被
害
防
止
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
野
県
東
筑
摩
郡
坂
井
村
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

有
害
鳥
獣
捕
獲
に
お
け
る
狩
猟
免
許
を
有
し
な
い
従
事
者
容
認
事
業
（
一

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

三
〇
三
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

大
垣
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
垣
市
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
短
期
利
用
事
業
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
垣
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
短
期
利
用
事
業
（
九
三
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

愛
知
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

自
動
車
環
境
戦
略
推
進
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

愛
知
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

環
境
に
や
さ
し
い
レ
ン
タ
カ
ー
型
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
た
め
の
無
人
貸

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

渡
し
シ
ス
テ
ム
可
能
化
事
業
（
一
二
一
七
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

愛
知
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

愛
知
福
祉
輸
送
セ
ダ
ン
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

愛
知
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

守
山
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

守
山
市
き
め
細
か
な
指
導
の
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

守
山
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

堺
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

さ
か
い
新
時
代
も
の
づ
く
り
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

堺
市
の
区
域
の
う
ち
工
業
再
配
置
促
進
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
地
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

移
転
促
進
地
域
か
ら
の
除
外
に
よ
る
事
業
者
の
交
流
連
携
促
進
事
業
（
一

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

一
四
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

富
田
林
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

「
学
び
の
ま
ち
富
田
林
」
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

富
田
林
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
○
二
）
及
び
市
町
村

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
及
び
奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

王
寺
・
水
と
緑
の
や
わ
ら
ぎ
共
生
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
○
○
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
五
百
九
十
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
及
び
葛
城
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

葛
城
ア
グ
リ
チ
ャ
レ
ン
ジ
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

葛
城
市
の
区
域
の
う
ち
市
街
化
調
整
区
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
○
○
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
及
び
御
所
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

御
所
農
地
活
用
・
新
規
就
農
支
援
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

御
所
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

農
地
の
権
利
取
得
後
の
下
限
面
積
要
件
の
特
例
設
定
基
準
の
弾
力
化
に
よ

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

る
農
地
の
利
用
増
進
事
業
（
一
○
○
六
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

和
歌
山
県
、
和
歌
山
市
及
び
田
辺
市
並
び
に
和
歌
山
県
日
高
郡
み
な
べ

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

町
、
西
牟
婁
郡
す
さ
み
町
及
び
東
牟
婁
郡
古
座
川
町

小
規
模
・
地
域
密
着
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
整
備
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

和
歌
山
市
及
び
田
辺
市
並
び
に
和
歌
山
県
日
高
郡
み
な
べ
町
、
西
牟
婁
郡
す
さ
み
町
及
び

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

東
牟
婁
郡
古
座
川
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



入
居
定
員
を
三
人
以
上
七
人
以
下
と
す
る
指
定
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

助
事
業
（
九
三
一
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

鳥
取
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

「
イ
ノ
シ
シ
わ
な
猟
免
許
取
得
促
進
」
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鳥
取
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容
認
事
業
（
一
三
〇
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

鳥
取
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

鳥
取
砂
丘
観
光
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鳥
取
市
の
区
域
の
う
ち
国
立
公
園
の
区
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

国
立
・
国
定
公
園
に
お
け
る
自
然
を
活
用
し
た
催
し
の
容
易
化
事
業
（
一

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

三
〇
一
及
び
一
三
〇
二
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

鳥
取
県
八
頭
郡
智
頭
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

は
ぐ
く
み
給
食
再
生
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

鳥
取
県
八
頭
郡
智
頭
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

公
立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
○
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

島
根
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

ら
く
ら
く
取
得
「
し
ま
ね
網
・
わ
な
猟
免
許
」
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

島
根
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容
認
事
業
（
一
三
〇
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
六
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

呉
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

す
く
す
く
・
の
び
の
び
給
食
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

呉
市
の
区
域
の
一
部
（
倉
橋
町
及
び
蒲
刈
町
の
全
域
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

に
供
す
る
。
）

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

公
立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
○
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

香
川
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

さ
ぬ
き
有
害
鳥
獣
対
策
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

香
川
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容
認
事
業
（
一
三
〇
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
八
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

今
治
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

今
治
市
し
ま
な
み
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

今
治
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

八
〇
一
―
二
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
九
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

福
岡
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

環
境
に
や
さ
し
い
都
市
・
福
岡
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

福
岡
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

環
境
に
や
さ
し
い
レ
ン
タ
カ
ー
型
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
た
め
の
無
人
貸

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

渡
し
シ
ス
テ
ム
可
能
化
事
業
（
一
二
一
七
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

長
崎
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

な
が
さ
き
有
害
鳥
獣
対
策
わ
な
猟
免
許
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

長
崎
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容
認
事
業
（
一
三
〇
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

八
代
市
及
び
熊
本
県
八
代
郡
宮
原
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

「
町
づ
く
り
・
人
づ
く
り
・
心
づ
く
り
推
進
」
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

熊
本
県
八
代
郡
宮
原
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

市
町
村
費
負
担
教
職
員
任
用
事
業
（
八
一
〇
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別

区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

本
渡
市
及
び
牛
深
市
並
び
に
熊
本
県
天
草
郡
有
明
町
、
御
所
浦
町
、
倉

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

岳
町
、
栖
本
町
、
新
和
町
、
五
和
町
、
天
草
町
及
び
河
浦
町

天
草
地
域
福
祉
輸
送
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

本
渡
市
及
び
牛
深
市
並
び
に
熊
本
県
天
草
郡
有
明
町
、
御
所
浦
町
、
倉
岳
町
、
栖
本
町
、

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

新
和
町
、
五
和
町
、
天
草
町
及
び
河
浦
町
の
全
域

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
輸
送
と
し
て
の
有
償
輸
送
に
お
け
る
使

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



用
車
両
の
拡
大
事
業
（
一
二
〇
六
（
一
二
一
六
）
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則

第
三
条
に
規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

熊
本
県
上
益
城
郡
甲
佐
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

甲
佐
町
福
祉
サ
テ
ラ
イ
ト
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

熊
本
県
上
益
城
郡
甲
佐
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
設
置
事
業
（
九
二
八
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
四
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

大
分
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

大
分
わ
な
猟
免
許
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

大
分
県
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

網
又
は
わ
な
を
指
定
し
て
の
狩
猟
免
許
取
得
の
容
認
事
業
（
一
三
〇
七
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）



○
内
閣
府
告
示
第
六
百
十
五
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
造
改
革
特
別
区
域
計

画
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

日
向
市

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

日
向
市
小
・
中
一
貫
教
育
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

日
向
市
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本

構
造
改
革
特
別
区
域
研
究
開
発
学
校
設
置
事
業
（
八
○
二
）

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）


